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□ ④　 サルは試験・研究・展示目的に限り、アメリカ、インドネシア、ガイアナ、
カンボジア、スリナム、中国、フィリピン、ベトナムからのみ輸入すること
ができる。

動物の愛護及び管理に関する法律　　★

□ ①　 動物の愛護を図るとともに、動物による危害を防止し、ヒトと動物の共生す
る社会を実現するための法律である。

□ ②　 動物の飼い主の責任、動物取扱業の規制、周辺の生活環境の保全、動物によ
る危害の防止、犬および猫の引き取り、罰則などについて規定している。

□ ③　 基本原則として、すべてのヒトは、
命ある動物をみだりに殺傷したり苦
しめたりせず、ヒトと動物の共生に
配慮しながら、動物を適正に取り扱
わなければならない。

□ ④　 動物の多頭飼育により、悪臭や騒音
などで周辺に著しい被害がある場合
や、動物が衰弱するなどのおそれが
ある場合、都道府県知事から飼い主
に対し、改善の勧告や命令をするこ
とができる。

□ ⑤　 特定動物（政令で定める危険な動物）を飼う場合は、都道府県などの許可を
受け、マイクロチップなどで個体識別し、決められた基準を守って飼育しな
ければならない。

□ ⑥　 愛護動物をみだりに殺傷した者は、２年以下の懲役または 200万円以下の
罰金、愛護動物に対し、必要な世話をせず放置するなどの虐待を行った者や、
愛護動物を遺

い

棄
き

した者は、10万円以下の罰金に処せられる。

□ ⑦　 愛護動物とは、ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、犬、猫、イエウサギ、ニ
ワトリ、イエバト、アヒル、その他ヒトが飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類
である。

動物の飼い主の責任　　★★★

□ ①　 飼い主としての責任を自覚し、動物を種類や習性に応じて適切に飼育するこ
とで、動物の健康と安全を守り、動物が他人に迷惑をかけないようにするこ
とである。
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